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2015年度1学期単位認定試験において、7月26日第4限の日本美術史の試験（択一式）が実施さ
れた。その後、8月7日から放送大学のｻｲﾄで、学生向けに試験問題の文章と回答が公表された。
　その際、主任講師であり、試験問題を作成した東京大学、佐藤康宏教授の同意を得ずに、試験
問題の文章が一部削除されたのである。削除された文章は以下。

    全 12問の設問のうち、最後の12問目である。試験問題を見ると、この文章は回答に影響を与えない。

「多様な意見が存在する事柄について、担当の客員教授の考えのみが述べられており、このこと
について本学としては、不適切と考えた」(放送大学学長 岡部洋一）
　　
「学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、放送大学は一般の大学と違い、放送法
を順守する義務がある。試験問題も放送授業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし
公平さを欠くと大学の判断で削除したして削除した」（放送大学副学長 来生新）

 「放送大学は、通常の大学の講義とは異なり、まとめて制作したものを何年も使います。
一旦、講義を制作してしまえば、更新が容易でないため、講義の内容を補足するために、時事的
な問題は、これまでも試験問題で扱ってきました。今回、試験問題の冒頭に記載したのは、戦
前・戦中期の美術について、いまに生きる自身の問題として考えてほしい、という学生へのメッ
セージです。」(東京大学、佐藤康宏教授)

 「大学の裁量で規制をどんどん広げることができてしまう。学問の自由とは逆行する」と批判。
「現代おきている問題に寄せて作成した導入部分を、『設問の趣旨とは関係ない』と判断された
のは作者として意に反する」(東京大学、佐藤康宏教授)

  「大学と放送という両面から見ても、おろかな行為」
「放送法は、戦前・戦中に放送が国家の道具にされた反省をもとに作られました。放送を使って
国民が恩恵を受けられるよう、憲法の精神を具現化したものであり、放送法を盾に弾圧するのは
笑止千万です。政権におもねり、一部の批判の声におびえて問題文を削除するなんて、教育者と
してもあるまじきことです」（武蔵大学教授 永田浩三）
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